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岡

秀

夫

285



遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

�

遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
の
問
題

（
�
）

（
財
）
日
本
国
際
問
題
研
究
所
（
以
下
、
「
国
問
研
」
と
い
う
。
）
へ
の
委
託
に
つ
い
て

�

国
問
研
は
、
中
国
の
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
に
関
し
、
い
つ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
業
務
を
行
っ
て
い
る
の

か
。
時
系
列
的
に
示
さ
れ
た
い
。

�

前
記
�
の
業
務
に
関
し
て
は
、
国
問
研
は
、
ど
の
よ
う
な
人
員
で
業
務
を
実
施
し
て
い
た
の
か
、
出
身
別
、
専

門
分
野
別
、
経
験
年
数
な
ど
詳
細
に
示
さ
れ
た
い
。

�

国
問
研
は
、
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
に
関
す
る
調
査
・
研
究
業
務
の
成
果
を
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
取
り
ま

と
め
て
い
る
の
か
。

�

国
問
研
に
対
す
る
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
に
関
す
る
委
託
事
業
は
、
平
成
十
五
年
度
末
に
終
了
し
た
と
聞
い

て
い
る
が
、
終
了
時
に
国
問
研
に
い
た
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
関
係
人
員
は
、
ど
う
な
っ
た
の
か
。
前
記
�
の

人
員
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
現
在
の
状
況
ま
で
の
推
移
を
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

（
社
）
日
米
文
化
振
興
会
（
現
在：

日
米
平
和
・
文
化
交
流
協
会
）
の
安
全
保
障
研
究
所
に
つ
い
て

一



�

福
岡
県
の
苅
田
港
で
の
遺
棄
化
学
兵
器
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
発
見
さ
れ
た
の
か
。

�

福
岡
県
の
苅
田
港
で
の
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
に
関
し
、
「
苅
田
港
等
老
朽
化
化
学
兵
器
に
関
す
る
調
査
等

委
託
」
が
一
般
競
争
入
札
に
付
さ
れ
、
日
米
文
化
振
興
会
・
安
全
保
障
研
究
所
（
以
下
、
「
安
保
研
」
と
い

う
。
）
に
対
し
て
発
注
さ
れ
た
経
過
を
問
う
。

�

防
衛
庁
（
当
時
）
は
、
な
ぜ
、
「
苅
田
港
等
老
朽
化
化
学
兵
器
に
関
す
る
調
査
等
」
を
自
ら
行
わ
な
か
っ
た
の

か
。
防
衛
庁
や
自
衛
隊
の
組
織
を
中
心
に
、
必
要
な
専
門
家
を
加
え
れ
ば
、
調
査
等
は
十
分
に
で
き
た
の
で
は
な

い
か
。

�

防
衛
庁
は
、
な
ぜ
、
国
問
研
が
進
め
て
い
る
中
国
の
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
に
関
す
る
調
査
研
究
を
利
用
す

る
こ
と
に
し
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、
本
件
に
関
し
、
国
問
研
又
は
外
務
省
・
内
閣
府
と
は
何
ら
か
の
協
議
、
意

見
交
換
等
を
行
っ
て
い
る
の
か
。

�

前
記
�
の
入
札
で
の
落
札
価
格
が
八
百
六
十
五
万
円
（
消
費
税
抜
き
）
で
あ
る
入
札
に
お
い
て
、
そ
の
参
加
資

格
を
「
Ｄ
等
級
以
上
」
と
し
て
い
た
の
は
、
不
当
で
は
な
い
か
。
「
Ｄ
等
級
以
上
」
の
基
準
で
は
、
「
役
務
の
提

供
等
」
契
約
の
予
定
価
格
は
、
三
百
万
円
未
満
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

二



�

安
保
研
が
「
役
務
の
提
供
等
」
に
お
け
る
関
東
甲
信
越
地
域
の
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
記
載
さ
れ

た
の
は
い
つ
か
。

�

安
保
研
が
落
札
者
と
な
っ
た
理
由
は
何
か
。
「
苅
田
港
等
老
朽
化
化
学
兵
器
に
関
す
る
調
査
等
」
に
関
し
、
安

保
研
の
調
査
等
の
能
力
が
十
分
で
あ
る
と
評
価
し
た
根
拠
を
問
う
。

�

安
保
研
が
受
注
し
た
当
時
の
安
保
研
の
人
員
体
制
を
、
専
門
分
野
別
、
出
身
別
に
示
さ
れ
た
い
。

�

前
記
�
の
入
札
に
お
い
て
応
札
し
た
「
株
式
会
社
ケ
ー
ビ
ー
エ
フ
」
は
、
ど
の
よ
う
な
会
社
か
（
創
業
、
業
務

内
容
、
資
本
金
、
従
業
員
数
な
ど
）
。
ま
た
、
同
社
が
「
役
務
の
提
供
等
」
に
お
け
る
関
東
甲
信
越
地
域
の
一
般

競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
の
は
い
つ
か
。

�

防
衛
省
は
、
契
約
者
が
「
有
識
者
委
員
会
」
を
設
け
る
こ
と
を
入
札
条
件
と
し
て
い
る
が
、
落
札
者
を
決
め
る

段
階
で
「
有
識
者
委
員
会
」
の
具
体
的
内
容
（
メ
ン
バ
ー
等
）
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
の
か
。
も
し
明
ら
か
に

な
っ
て
い
な
い
と
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
「
有
識
者
委
員
会
」
の
妥
当
性
を
判
断
し
た
の
か
。

�

本
件
契
約
の
入
札
に
お
い
て
四
回
の
札
入
れ
が
行
わ
れ
、
「
最
後
、
商
議
を
行
っ
て
八
百
六
十
五
万
円
で
決
定

し
た
」
と
答
弁
（
十
一
月
二
十
八
日
内
閣
委
員
会
の
防
衛
副
大
臣
）
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
商
議
は
、
い
つ
、
ど

三



こ
で
、
だ
れ
が
出
席
し
て
行
わ
れ
た
の
か
。

�

有
識
者
委
員
会
を
含
む
安
保
研
は
、
ど
の
よ
う
に
調
査
を
行
っ
た
の
か
。

�

有
識
者
委
員
会
で
は
、
「
二
回
目
か
ら
入
江
功
・
九
州
大
学
工
学
部
教
授
が
名
簿
に
上
が
っ
て
い
て
、
同
委
員

か
ら
の
発
言
等
々
と
い
う
も
の
も
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る
」
（
十
一
月
二
十
八
日
内
閣
委
員
会
の
防
衛
副
大
臣
答

弁
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
安
保
研
の
報
告
書
（
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
）
の
参
考
資
料
一
「
評
価
委
員
会
記

録
」
に
は
入
江
教
授
に
関
す
る
記
述
は
何
も
な
い
。
答
弁
と
食
い
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

�

安
保
研
の
報
告
書
に
お
い
て
、
遺
棄
化
学
兵
器
の
無
害
化
処
理
技
術
に
関
す
る
報
告
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
。
ま
た
、
前
処
理
と
し
て
の
「
爆
破
法
」
に
つ
い
て
は
、
「
制
御
爆
破
式
」
と
「
加
熱
爆
破
式
」
の
う
ち
、

「
制
御
爆
破
式
」
を
採
る
べ
き
で
あ
る
と
の
報
告
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

�

安
保
研
の
報
告
書
で
は
、
苅
田
港
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
に
関
す
る
費
用
の
見
積
り
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

か
。

�

神
奈
川
県
寒
川
地
区
の
危
険
物
質
調
査
は
、
安
保
研
に
対
し
て
随
意
契
約
で
発
注
し
て
い
る
（
平
成
十
四
年
度

千
二
百
六
十
一
万
円
、
同
十
五
年
度
二
千
二
百
七
十
万
円
、
同
十
六
年
度
二
千
三
百
三
万
円
、
合
計
五
千
八
百
三

四



十
六
万
円
）
が
、
随
意
契
約
で
行
っ
た
法
的
根
拠
及
び
安
保
研
と
随
意
契
約
で
契
約
締
結
に
至
っ
た
経
緯
を
問

う
。
ま
た
、
以
上
の
契
約
の
締
結
日
は
い
つ
か
。

�

平
成
十
四
年
に
、
国
土
交
通
省
に
対
し
、
「
平
成
十
四
年
十
一
月
に
日
米
安
全
保
障
フ
ォ
ー
ラ
ム
二
〇
〇
二
年

が
開
催
さ
れ
、
そ
こ
に
ア
メ
リ
カ
の
国
防
省
か
ら
化
学
兵
器
の
専
門
家
が
来
日
す
る
」
と
の
情
報
を
提
供
し
た
の

は
、
ど
こ
の
誰
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
い
つ
か
。

�

国
土
交
通
省
の
担
当
職
員
が
、
米
国
の
ス
テ
フ
ァ
ン
・
リ
ー
ブ
ス
准
将
と
面
談
す
る
機
会
を
得
た
の
は
、
ど
こ

の
誰
の
紹
介
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
面
談
は
、
何
回
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ど
こ
で
、
ど
の
く
ら
い
の
時
間
を
か
け
て
行

わ
れ
た
の
か
。

�

前
記
の
面
談
で
、
「
リ
」
准
将
は
、
「
安
保
研
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ
の
現
場
を
訪
問
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
関

係
者
か
ら
直
接
的
な
処
理
方
法
に
つ
い
て
の
知
見
の
提
供
を
行
う
こ
と
も
可
能
だ
」
と
言
っ
た
（
十
一
月
二
十
八

日
内
閣
委
員
会
で
の
国
土
交
通
副
大
臣
の
答
弁
）
そ
う
だ
が
、
そ
の
発
言
に
関
し
て
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

ア

「
リ
」
准
将
は
、
「
安
保
研
を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
」
と
い
う
趣
旨
で
言
っ
た
の
か
。
も
し
そ

五



う
だ
と
す
る
と
そ
の
理
由
は
何
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
か
。

イ

「
ア
メ
リ
カ
の
関
係
者
」
は
、
「
ア
メ
リ
カ
国
防
省
の
化
学
兵
器
関
係
者
ら
」
（
同
答
弁
）
を
指
す
と
思
わ

れ
る
が
、
国
防
省
の
職
員
か
ら
知
見
の
提
供
を
受
け
る
の
に
、
な
ぜ
、
安
保
研
を
通
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
。
国
の
機
関
を
通
じ
て
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。

�

国
土
交
通
省
と
安
保
研
の
契
約
に
お
い
て
、
安
保
研
に
対
す
る
業
務
委
託
の
具
体
的
内
容
は
何
か
。

�

「
安
保
研
へ
の
業
務
委
託
契
約
に
先
立
っ
て
業
務
方
針
に
つ
い
て
打
合
せ
を
行
い
、
安
保
研
か
ら
研
究
員
五
人

が
出
席
し
た
。
ま
た
、
平
成
十
四
年
度
業
務
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
業
務
に
つ
い
て
七
人
の
担
当
者
が
配
置
さ

れ
て
い
る
。
」
と
答
弁
（
十
一
月
二
十
八
日
内
閣
委
員
会
）
さ
れ
て
い
る
が
、
「
研
究
員
五
名
」
と
「
七
人
の
担

当
者
」
の
氏
名
、
専
門
分
野
（
出
身
、
所
属
組
織
な
ど
）
、
担
当
分
野
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

前
記
の
安
保
研
へ
の
業
務
委
託
で
行
わ
れ
た
調
査
検
討
業
務
の
成
果
（
報
告
書
な
ど
）
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
の
か
。

�

本
件
に
関
し
、
国
土
交
通
副
大
臣
は
、
「
防
衛
庁
、
外
務
省
な
ど
に
相
談
い
た
し
ま
し
た
が
、
最
終
処
理
方
法

に
つ
い
て
具
体
的
か
つ
有
用
な
情
報
が
得
ら
れ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
」
と
答
弁
（
十
一
月
二
十
八
日
内
閣
委
員

六



会
）
し
て
い
る
が
、
防
衛
庁
、
外
務
省
は
、
な
ぜ
、
国
問
研
が
進
め
て
い
る
中
国
の
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
に

関
す
る
調
査
研
究
や
福
岡
県
の
苅
田
港
で
の
遺
棄
化
学
兵
器
問
題
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
情
報
提

供
を
し
た
の
か
。

�

神
奈
川
県
寒
川
地
区
の
危
険
物
質
の
処
理
作
業
は
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
（
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
手
続

で
発
注
さ
れ
、
ど
こ
が
、
い
く
ら
で
受
注
し
て
い
る
の
か
、
等
）
。
ま
た
、
平
成
十
五
年
度
と
平
成
十
六
年
度
に

行
わ
れ
て
い
る
調
査
検
討
業
務
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
（
本
来
で
あ
れ
ば
、
調
査
検
討
が
終
わ
っ
て

か
ら
、
処
理
作
業
が
発
注
さ
れ
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
）
。

（
�
）

中
国
案
件
と
苅
田
港
案
件
と
の
差
異
に
つ
い
て

�

中
国
で
の
処
理
事
業
は
ど
の
よ
う
な
技
術
方
式
で
や
る
の
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
発
注
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
の
か
。

�

中
国
で
の
遺
棄
化
学
兵
器
に
使
用
す
る
処
理
方
法
（
加
熱
爆
破
式
、
国
問
研
の
調
査
、
外
務
省
の
発
注
、
調
査

研
究
費
百
五
十
億
円
）
は
、
苅
田
港
の
処
理
方
法
（
制
御
爆
破
式
、
安
保
研
の
調
査
、
防
衛
庁
の
発
注
、
調
査
研

究
費
九
百
万
円
、
神
戸
製
鋼
の
受
注
）
に
比
べ
違
い
が
大
き
い
が
、
国
際
的
に
は
、
ど
ち
ら
が
一
般
的
か
。

七



�

平
成
十
五
年
当
時
に
、
内
閣
府
と
防
衛
庁
の
連
携
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
。

�

両
者
の
調
査
費
用
の
差
が
あ
り
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
説
明
を
求
め
る
。

�

ど
ち
ら
の
爆
破
方
式
を
選
定
す
る
か
に
よ
っ
て
、
ど
の
企
業
に
委
託
す
る
か
に
大
き
な
影
響
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。

�

苅
田
港
の
処
理
事
業
が
神
戸
製
鋼
に
発
注
さ
れ
た
経
緯
を
問
う
。

�

苅
田
港
の
処
理
事
業
に
関
す
る
入
札
で
は
、
神
戸
製
鋼
以
外
に
、
Ｊ
Ｆ
Ｅ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
み
が
応
札
し

た
と
聞
く
が
、
事
実
か
。
ま
た
、
Ｊ
Ｆ
Ｅ
が
入
札
に
お
い
て
使
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
処
理
方
法
は
加
熱
爆
破

式
で
あ
っ
た
と
聞
く
が
、
事
実
か
。

�

第
二
期
以
降
、
神
戸
製
鋼
へ
随
意
契
約
で
発
注
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
妥
当
性
を
問
う
。
ま
た
、
な
ぜ
一
括
発
注

さ
れ
て
い
な
い
の
か
の
理
由
を
問
う
。

�

苅
田
港
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
を
受
注
し
た
神
戸
製
鋼
は
、
そ
の
事
業
を
下
請
け
に
出
し
て
い
る
か
。
下
請

け
に
出
し
て
い
る
と
す
る
と
、
ど
の
部
分
を
、
い
く
ら
で
、
ど
こ
に
出
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
神
戸
製
鋼
が
下

請
け
に
出
す
場
合
に
は
、
発
注
者
（
国
土
交
通
省
、
防
衛
庁
）
の
了
解
（
承
認
、
許
可
等
）
を
必
要
と
し
て
い
る

八



の
か
。

�

前
記
に
関
し
、
発
注
者
が
了
解
を
し
て
い
る
と
す
る
と
、
誰
の
、
ど
の
よ
う
な
判
断
で
了
解
し
て
い
る
の
か
。

�

「
神
戸
製
鋼
か
ら
山
田
洋
行
へ
の
下
請
け
契
約
は
、
平
成
十
七
年
度
（
第
二
期
）
の
途
中
で
打
ち
切
ら
れ

た
。
」
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
事
実
か
。
ま
た
、
事
実
と
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
打
ち
切
ら
れ
た
の

か
。
更
に
、
打
ち
切
り
に
当
た
っ
て
は
、
発
注
者
は
了
解
し
て
い
る
の
か
。

�

制
御
爆
破
式
と
加
熱
爆
破
式
と
の
処
理
方
法
で
コ
ス
ト
は
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
（
神
戸
製
鋼
で
は
千
万
円
〜

三
千
万
円
／
一
発
。
中
国
で
は
ど
の
く
ら
い
か
）
。

�

㈱
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
機
構
に
つ
い
て

�

代
表
者
・
遠
藤
博
之
氏
は
、
独
立
行
政
法
人
「
国
際
協
力
機
構
」
の
環
境
社
会
配
慮
審
査
会
委
員
に
な
っ
て
い

る
が
、
委
員
に
就
任
し
た
経
緯
を
問
う
。

�

平
成
十
六
年
九
月
に
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
（
国
際
協
力
機
構
）
・
外
務
省
・
国
際
協
力
銀
行
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
に
指
名
停
止
処

分
を
行
っ
て
い
る
が
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
の
専
務
取
締
役
を
経
験
し
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
の
関
係
会
社
（
㈱
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
機

構
）
の
社
長
で
あ
っ
た
遠
藤
氏
が
、
平
成
十
六
年
九
月
一
日
に
前
述
の
審
査
会
委
員
に
な
っ
て
い
る
の
は
ど
う
い

九



う
わ
け
か
。

右
質
問
す
る
。

一
〇


